
  

一 

労
働
基
準
法
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
） 

（
労
働
基
準
法
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
十
一
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
労
働
時
間
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
除
外
）
」
を
付

し
、
第
四
章
中
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
四
十
一
条
の
二 

賃
金
、
労
働
時
間
そ
の
他
の
当
該
事
業
場
に
お
け
る
労
働
条
件
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
し
、
事
業

主
に
対
し
当
該
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
委
員
会
（
使
用
者
及
び
当
該
事
業
場
の
労
働
者
を
代

表
す
る
者
を
構
成
員
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
置
さ
れ
た
事
業
場
に
お
い
て
、
当
該
委
員
会
が
そ
の
委
員
の
五
分
の

四
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
決
議
を
し
、
か
つ
、
使
用
者
が
、
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
決
議
を
行
政
官
庁
に
届
け
出
た
場
合
に
お
い
て
、
第
二
号
に
掲
げ
る
労
働
者
の
範
囲
に
属
す
る

労
働
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
労
働
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
書
面
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方

法
に
よ
り
そ
の
同
意
を
得
た
も
の
を
当
該
事
業
場
に
お
け
る
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
就
か
せ
た
と
き
は
、
こ
の
章
で
定

め
る
労
働
時
間
、
休
憩
、
休
日
及
び
深
夜
の
割
増
賃
金
に
関
す
る
規
定
は
、
対
象
労
働
者
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
。
た



 

二 

だ
し
、
第
三
号
に
規
定
す
る
措
置
を
使
用
者
が
講
じ
て
い
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

そ
の
性
質
上
従
事
し
た
時
間
と
従
事
し
て
得
た
成
果
と
の
関
連
性
が
通
常
高
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
業
務
の
う
ち
、

労
働
者
に
就
か
せ
る
こ
と
と
す
る
業
務
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
業
務
」
と
い
う
。
） 

二 

こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
す
る
期
間
に
お
い
て
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
労
働
者
で
あ
つ
て
、
対
象
業
務
に
就

か
せ
よ
う
と
す
る
も
の
の
範
囲 

イ 

使
用
者
と
の
間
の
書
面
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
る
合
意
に
基
づ
き
職
務
が
明
確
に
定
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

 

労
働
契
約
に
よ
り
使
用
者
か
ら
支
払
わ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
賃
金
の
額
を
一
年
間
当
た
り
の
賃
金
の
額
に
換
算

し
た
額
（

に
お
い
て
「
見
込
み
年
間
給
与
額
」
と
い
う
。
）
が
、
基
準
年
間
平
均
給
与
額
（
厚
生
労
働
省
に
お

い
て
作
成
す
る
毎
月
勤
労
統
計
に
お
け
る
毎
月
き
ま
つ
て
支
給
す
る
給
与
の
額
を
基
礎
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
労
働
者
一
人
当
た
り
の
給
与
の
平
均
額
を
い
う
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
二

倍
の
額
を
相
当
程
度
上
回
る
水
準
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
以
上
で
あ
る
こ
と
。 



  

三 

 

見
込
み
年
間
給
与
額
が
、
基
準
年
間
平
均
給
与
額
を
相
当
程
度
上
回
る
水
準
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
見
込
み
年
間
給
与
額
に
、
労
働
契
約
に
よ
り
対
象
業
務
に
従
事
し
て
得
た
成
果
に
応
じ

て
使
用
者
か
ら
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
賃
金
の
額
を
一
年
間
当
た
り
の
賃
金
の
額
に
換
算
し
た
額
を
加

え
た
額
が
、
見
込
み
年
間
給
与
額
の
三
倍
の
額
以
上
と
な
り
得
る
こ
と
。 

 

株
式
会
社
で
あ
る
事
業
主
か
ら
付
与
さ
れ
た
当
該
株
式
会
社
の
新
株
予
約
権
（
そ
の
発
行
に
つ
い
て
金
銭
の
払

込
み
を
要
し
な
い
こ
と
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
保
有
し
て
い

る
こ
と
。 

三 

対
象
業
務
に
従
事
す
る
対
象
労
働
者
の
健
康
管
理
を
行
う
た
め
に
当
該
対
象
労
働
者
が
事
業
場
内
に
い
た
時
間
（
こ

の
項
の
委
員
会
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
労
働
時
間
以
外
の
時
間
を
除
く
こ
と
を
決
議
し
た
と
き
は
、
当
該
決
議
に

係
る
時
間
を
除
い
た
時
間
）
と
事
業
場
外
に
お
い
て
労
働
し
た
時
間
と
の
合
計
の
時
間
（
次
号
に
お
い
て
「
健
康
管
理

時
間
」
と
い
う
。
）
を
把
握
す
る
措
置
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
限
る
。
）
を
当
該
決
議
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
使
用
者
が
講
ず
る
こ
と
。 

四 

対
象
業
務
に
従
事
す
る
対
象
労
働
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
の
う
ち



 

四 

か
ら
当
該
決
議
で
定
め
る
も
の
を
当
該
決
議
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
使
用
者
が
講
ず
る
こ
と
。 

イ 

対
象
労
働
者
ご
と
の
始
業
か
ら
二
十
四
時
間
を
経
過
す
る
ま
で
に
お
け
る
継
続
し
た
休
息
時
間
の
確
保
及
び
第
三

十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
時
刻
の
間
に
お
い
て
労
働
さ
せ
る
回
数
の
一
箇
月
に
つ
い
て
の
上
限
の
設
定
に
関
す
る

措
置 

ロ 

健
康
管
理
時
間
の
一
箇
月
又
は
三
箇
月
に
つ
い
て
の
上
限
の
設
定
に
関
す
る
措
置 

ハ 

一
年
間
を
通
じ
た
休
日
の
確
保
及
び
四
週
間
を
通
じ
た
休
日
の
確
保
に
関
す
る
措
置 

ニ 

対
象
労
働
者
の
健
康
管
理
時
間
の
状
況
に
応
じ
た
当
該
対
象
労
働
者
の
健
康
及
び
福
祉
を
確
保
す
る
た
め
の
有
給

休
暇
（
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
有
給
休
暇
を
除
く
。
）
の
付
与
、
健
康
診
断
の
実
施
そ
の
他
の
措
置 

五 

対
象
業
務
に
従
事
す
る
対
象
労
働
者
か
ら
の
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
措
置
を
当
該
決
議
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
使

用
者
が
講
ず
る
こ
と
。 

六 

使
用
者
は
、
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
し
な
か
つ
た
対
象
労
働
者
に
対
し
て
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を

し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。 

七 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項 



  

五 

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
使
用
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る

措
置
の
実
施
状
況
を
行
政
官
庁
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
十
八
条
の
四
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
委
員
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

第
六
十
条
第
一
項
中
「
及
び
第
四
十
条
」
を
「
、
第
四
十
条
及
び
第
四
十
一
条
の
二
」
に
改
め
る
。 

第
百
六
条
第
一
項
中
「
第
五
項
」
の
下
に
「
（
第
四
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並

び
に
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
る
。 

（
労
働
安
全
衛
生
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
六
十
六
条
の
八
第
一
項
中
「
該
当
す
る
労
働
者
」
の
下
に
「
（
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
六
十
六
条
の
八
の
二 

事
業
者
は
、
労
働
基
準
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
す
る
労
働
者
で
あ
つ
て
、

そ
の
健
康
管
理
時
間
（
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
健
康
管
理
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
労
働
者
の
健
康
の
保

持
を
考
慮
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
時
間
を
超
え
る
も
の
に
対
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
医



 

六 

師
に
よ
る
面
接
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
前
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
事
業
者
及
び
労
働
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
条
第
五
項
中
「
就
業
場
所
の
変
更
、
作
業
の
転
換
、
労
働
時
間
の
短
縮
、
深
夜
業
の
回
数
の
減
少
等
」
と
あ
る
の
は
、

「
職
務
内
容
の
変
更
、
有
給
休
暇
（
労
働
基
準
法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
有
給
休
暇
を
除
く
。
）
の
付
与
、
健
康
管

理
時
間
が
短
縮
さ
れ
る
た
め
の
配
慮
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
六
十
六
条
の
九
中
「
事
業
者
は
、
」
の
下
に
「
第
六
十
六
条
の
八
第
一
項
又
は
」
を
加
え
る
。 

第
百
四
条
中
「
第
六
十
六
条
の
八
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
六
十
六
条
の
八
の
二
第
一
項
」
を
加
え
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
政
令
へ
の
委
任
） 



  

七 

第
三
条 

前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含

む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

（
地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
十
八
条
第
三
項
中
「
第
三
十
九
条
第
六
項
」
の
下
に
「
、
第
四
十
一
条
の
二
」
を
、
「
並
び
に
第
百
二
条
の
規
定
、

労
働
安
全
衛
生
法
」
の
下
に
「
第
六
十
六
条
の
八
の
二
及
び
」
を
加
え
る
。 

（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
十
四
条
第
五
項
中
「
第
五
項
」
の
下
に
「
（
第
四
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

並
び
に
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
る
。 





  

九 

理 

由 

 

労
働
者
が
創
造
的
な
能
力
を
発
揮
し
な
が
ら
効
率
的
に
働
く
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
従
事
し
た
時
間
と
従

事
し
て
得
た
成
果
と
の
関
連
性
が
通
常
高
く
な
い
業
務
に
就
き
、
か
つ
、
一
定
額
以
上
の
年
収
を
有
す
る
労
働
者
等
に
適
用
さ

れ
る
労
働
時
間
制
度
を
創
設
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 


